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議案第４６号 

　　　ふるさと射水応援寄附条例の一部改正について 

　ふるさと射水応援寄附条例の一部を次のように改正する。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　ふるさと射水応援寄附条例の一部を改正する条例 

　ふるさと射水応援寄附条例（平成２０年射水市条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

　第２条第１０号中「第１３条の２」を「第１３条の３」に改める。 

　第５条第２項を削る。 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４７号 

　　　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

　　　用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の 

　　　提供に関する条例の一部改正について 

　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部 

を次のように改正する。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利  

　　　用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の  

提供に関する条例の一部を改正する条例  

　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

７年射水市条例第４８号）の一部を次のように改正する。  

　別表３の１の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

　　　附　則  

　この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４８号 

　　　射水市国民健康保険税条例の一部改正について 

　射水市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号  

　　　射水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

　射水市国民健康保険税条例（平成１７年射水市条例第７９号）の一部を次の

ように改正する。 

　第２条第３項ただし書中「２２万円」を「２４万円」に改める。 

　第２１条第１項中「２２万円」を「２４万円」に改め、同項第２号中「２９

万円」を「２９万５千円」に改め、同項第３号中「５３万５千円」を「５４万

５千円」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、公布の日から施行する。 

　（適用区分） 

２　この条例による改正後の射水市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第４９号 

　　　射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部改正について 

射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を次のように改正する。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

　射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年射水市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

　 第３０条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。  

　 第３２条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。  

　 第４５条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。  

　 第４８条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。  

　　　附　則  
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　（施行期日）  

第１条　この条例は、公布の日から施行する。  

　（経過措置）  

第２条　保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼ 

すおそれがあるときは、当分の間、改正後の第３０条第２項、第３２条第２ 

項、第４５条第２項及び第４８条第２項の規定は、適用しない。この場合に 

おいて、改正前の第３０条第２項、第３２条第２項、第４５条第２項及び第 

４８条第２項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力 

を有する。 
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議案第５０号 

　　　射水市学校給食センター条例の一部改正について 

射水市学校給食センター条例の一部を次のように改正する。 

令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号  

　　　射水市学校給食センター条例の一部を改正する条例  

　射水市学校給食センター条例（平成１７年射水市条例第９０号）の一部を次

のように改正する。  

　第２条の表中「射水市鏡宮２０３番地１」を「射水市鏡宮２０３番地５」に

改める。  

　　　附　則  

　この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５１号  

　　　射水市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強 

　　　化に関する法律の施行に伴う固定資産税の課税免除に関する条 

　　　例の一部改正について 

　射水市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律の施行に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改

正する。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　射水市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強  

化に関する法律の施行に伴う固定資産税の課税免除に関する条  

例の一部を改正する条例  

　射水市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律の施行に伴う固定資産税の課税免除に関する条例（平成２０年射水市条例

第６号）の一部を次のように改正する。  

　第２条中「令和６年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改め、「医薬

品関連産業、電子デバイス関連産業、ものづくり産業、クリエイティブ産業、

情報通信技術関連産業、食料品・飲料製造関連産業又は物流関連産業」を「医

薬品関連分野、成長ものづくり分野、農林水産・地域商社分野、デジタル・情

報通信関連分野、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野、環境・エネルギー
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分野、クリエイティブ関連分野、食料品・飲料製造関連分野又は物流関連分野」

に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５２号  

　　　射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不 

　　　均一課税に関する条例の一部改正について 

　射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に

関する条例の一部を次のように改正する。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不 

均一課税に関する条例の一部を改正する条例 

　射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に

関する条例（平成２７年射水市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

　第２条第１項中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条第１項の規定は、令和６

年４月１日から適用する。  
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議案第５３号 

　　　射水市下水道条例の一部改正について 

射水市下水道条例の一部を次のように改正する。 

令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　射水市下水道条例の一部を改正する条例  

　射水市下水道条例（平成１７年射水市条例第１９３号）の一部を次のように

改正する。  

　第１０条第２項第２号中「専属」を「選任」に、「責任技術者の氏名」を「排

水設備工事責任技術者 (以下「責任技術者」という。 )の氏名並びに他の営業所

の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況」に改め、同条第３項第４号

中「専属」を「選任」に、「責任技術者の」を「責任技術者に係る」に改める。 

　第１１条第１項第１号中「が１人以上専属している者である」を「を選任し

ている」に改める。  

　第１２条第１項中「専属させ」を「選任し」に改め、同項に次のただし書を

加える。  

　　ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任するこ

とを妨げない。  

　第２０条第１項第５号中「０．５ミリグラム」を「０．２ミリグラム」に改  

め、同項第４２号中「第６条第４項」を「第６条第５項」に、「大腸菌群数」  
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を「大腸菌数」に改める。  

　　　附　則  

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２０条第１項第４２号の改 

正規定（「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める部分に限る。）は、令和７年 

４月１日から施行する。 
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議案第５４号 

　　　富山市との「富山市、高岡市及び射水市による消防艇の共同運　　　 

航」に係る連携協約の締結に関する協議について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定により、

別紙のとおり、「富山市、高岡市及び射水市による消防艇の共同運航」に係る

連携協約を富山市と締結することに関し協議することについて、同条第３項の

規定により、議会の議決を求める。 

令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 
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（別紙） 

　　　富山市及び射水市における「富山市、高岡市及び射水市による  

　　　消防艇の共同運航」に係る連携協約  

　富山市及び射水市は、富山市、高岡市及び射水市の３市で消防艇の共同運

航を実施するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２

第１項の規定に基づき、次のとおり連携協約を締結する。  

　（目的）  

第１条　この連携協約は、消防艇を効果的及び効率的に運航し、海上におけ

る災害対応に万全を期すとともに、消防力の充実強化を図ることを目的と

する。  

　（基本方針）  

第２条　富山市及び射水市は、前条に規定する目的を達成するため、次条に

規定する取組について、相互に役割を分担して連携を図るものとする。  

　（連携する取組及び役割分担）  

第３条　富山市及び射水市が相互に連携する取組、当該取組の内容及び役割

分担は、別表に掲げるとおりとする。  

　（費用分担）  

第４条　前条に規定する取組に係る費用のうち、消防艇の整備に要する費用

については、富山市、高岡市及び射水市がそれぞれの当該年度の標準財政

規模に応じた割合により負担するものとし、高岡市が負担する割合に係る

費用を除いた費用を分担し負担する。  

２　前項の費用以外の費用の分担については、富山市及び射水市が協議して
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別に定める。  

　（協議）  

第５条　富山市及び射水市は、連携する取組について連絡調整、情報交換又

は意見交換を行うため、定期的に協議を行うものとする。  

　（協約の変更及び廃止）  

第６条　この連携協約を変更し、又は廃止しようとするときは、富山市及び

射水市が協議するものとする。この場合において、富山市及び射水市は、

地方自治法第２５２条の２第４項の規定により、あらかじめ議会の議決を

経るものとする。  

 

別表（第３条関係）  

 

 取　組 富山市の役割 射水市の役割

 消防艇の整備に関する

こと。  

高岡市及び射水市と連

携し消防艇の整備に主

体的に取り組む。

富山市及び高岡市と連

携し消防艇の整備に取

り組む。

 消防艇の運航に関する

こと。  

高岡市及び射水市と連

携し消防艇の運航に主

体的に取り組む。

富山市及び高岡市と連

携し消防艇の運航に取

り組む。
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議案第５５号 

　　　高岡市との「富山市、高岡市及び射水市による消防艇の共同運　　　 

航」に係る連携協約の締結に関する協議について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定により、

別紙のとおり、「富山市、高岡市及び射水市による消防艇の共同運航」に係る

連携協約を高岡市と締結することに関し協議することについて、同条第３項の

規定により、議会の議決を求める。 

令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 



16 

（別紙） 

　　　高岡市及び射水市における「富山市、高岡市及び射水市による 

　　　消防艇の共同運航」に係る連携協約 

　高岡市及び射水市は、富山市、高岡市及び射水市の３市で消防艇の共同運

航を実施するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２

第１項の規定に基づき、次のとおり連携協約を締結する。  

　（目的）  

第１条　この連携協約は、消防艇を効果的及び効率的に運航し、海上におけ

る災害対応に万全を期すとともに、消防力の充実強化を図ることを目的と

する。  

　（基本方針）  

第２条　高岡市及び射水市は、前条に規定する目的を達成するため、次条に

規定する取組について、相互に役割を分担して連携を図るものとする。  

　（連携する取組及び役割分担）  

第３条　高岡市及び射水市が相互に連携する取組、当該取組の内容及び役割

分担は、別表に掲げるとおりとする。  

　（費用分担）  

第４条　前条に規定する取組に係る費用のうち、消防艇の整備に要する費用

については、富山市、高岡市及び射水市がそれぞれの当該年度の標準財政

規模に応じた割合により負担するものとし、富山市が負担する割合に係る

費用を除いた費用を分担し負担する。  

２　前項の費用以外の費用の分担については、高岡市及び射水市が協議して
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別に定める。  

　（協議）  

第５条　高岡市及び射水市は、連携する取組について連絡調整、情報交換又

は意見交換を行うため、定期的に協議を行うものとする。  

　（協約の変更及び廃止）  

第６条　この連携協約を変更し、又は廃止しようとするときは、高岡市及び

射水市が協議するものとする。この場合において、高岡市及び射水市は、

地方自治法第２５２条の２第４項の規定により、あらかじめ議会の議決を

経るものとする。  

 

別表（第３条関係）  

 

 取　組 高岡市の役割 射水市の役割

 消防艇の整備に関する

こと。  

富山市及び射水市と連

携し消防艇の整備に取

り組む。

富山市及び高岡市と連

携し消防艇の整備に取

り組む。

 消防艇の運航に関する

こと。  

富山市及び射水市と連

携し消防艇の運航に取

り組む。

富山市及び高岡市と連

携し消防艇の運航に取

り組む。
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議案第５６号 

　　　富山県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

　富山県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月１０日富山県指令市第

９６５号)について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３

第１項の規定により、別紙のとおり変更することに関し協議することについて、

同法第２９１条の１１の規定により、議会の議決を求める。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　　夏　野　元　志　 
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（別紙） 

　　　富山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

　富山県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月１０日富山県指令市第

９６５号）の一部を次のように変更する。 

　別表第１の２及び３中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に

改める。 

　　　附　則 

　この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 
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議案第５７号 

　　　市道路線の認定について  

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、市道路線

を次のとおり認定する。  

　　令和６年５月３１日　提　　出  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　射水市長　夏　野　元　志　  

 

認定する路線  

 

 

 認定路線名 起　　　点 終　　　点

 作道２６４号線 作道 作道

 今井本開発線 今井 本開発

 本開発９号線 本開発 本開発
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議案第５８号 

　　　動産の取得について  

　高規格救急自動車の購入について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例第５０号）第３条の規定により

議会の議決を求める。  

記  

１　名　　　　称　　高規格救急自動車  

２　数　　　　量　　１台  

３　取 得 の 方 法　　指名競争入札による契約  

４　取 得 価 格　　４７ ,０８０ ,０００円  

（うち消費税等４ ,２８０ ,０００円）  

５　契約の相手方　　高岡市上四屋４番１号  

　　　　　　　　　　　富山日産自動車株式会社高岡支店  

　　　　　　　　　　　　支店長　浦田　道成  

 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 
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報告第 ６ 号 

　　　専決処分の報告について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について専決処分したので、同条第２項の規定

によりこれを報告する。 

　　令和６年５月３１日　　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

記  

和解及び損害賠償額の決定 

 

 専決処分

番     号
専決処分年月日 専決処分の内容

 

１０ 令和６年４月３０日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　１００パーセント 

損害賠償額　市　１０４，５００円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市在住１名 

３　事由 

　　　除雪車による物損事故 

　　　　発生日　令和６年１月２４日 

　　　　場　所　射水市中太閤山９丁目地内
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報告第  ７  号  

　　　継続費繰越計算書について（一般会計）  

　令和５年度射水市一般会計予算第２条の継続費は、別紙のとおり繰り越した

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定

により報告する。  

　　令和６年５月３１日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　 
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報告第 ８ 号 

　　　継続費繰越計算書について（下水道事業会計）  

　令和５年度射水市下水道事業会計予算第５条及び令和５年度射水市下水道

事業会計補正予算（第３号）第４条の継続費は、別紙のとおり繰り越したので、

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規

定により報告する。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 
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報告第 ９ 号 

　　　繰越明許費繰越計算書について（一般会計） 

　令和５年度射水市一般会計補正予算（第６号）第２条及び令和５年度射水市

一般会計補正予算（第９号）第２条の繰越明許費は、別紙のとおり繰り越した

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定

により報告する。 

　　令和６年５月３１日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 
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報告第１0 号  

　　　建設改良費繰越計算書について（水道事業会計）  

　令和５年度射水市水道事業会計予算の建設改良費は、別紙のとおり繰り越し

たので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により報告する。  

　　令和６年５月３１日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　 
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報告第１1 号  

　　　建設改良費繰越計算書について（下水道事業会計）  

　令和５年度射水市下水道事業会計予算の建設改良費は、別紙のとおり繰り越

したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定により報告する。  

　　令和６年５月３１日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　 
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